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大和市規則第５０号 

大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則の一部を改正する 

規則 

大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則（令和２年大和市規則第２９

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「。以下「報酬規則」という。」を削る。 

第２条中「条例」を「大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（令

和元年大和市条例第４号。以下「報酬条例」という。）」に改め、「会計年度任用職員」の次に

「（以下「病院会計年度任用職員」という。）」を加える。 

第４条を第５条とし、第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（特に必要と認める割増報酬） 

第３条 病院会計年度任用職員が大和市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３６年大

和市条例第１７号。以下「特殊勤務手当条例」という。）第１３条第１項に規定する作業に従事

したときは、同条第２項に規定する額を７時間４５分で除して得た額（その額に５０銭未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り

上げる。）にその従事した日の正規の勤務時間を乗じて得た額を、報酬条例第１１条の規定に基

づき割増報酬として支給する。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業に従事した場合の割増報酬の特例） 

２ 第３条の規定にかかわらず、病院会計年度任用職員が、特殊勤務手当条例附則第３項又は第４

項に規定する作業に従事したときは、同条の規定に準じて支給するものとする。 

別表中第２８号を第２９号とし、第７号から第２７号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次

の１号を加える。 

７ 病院事務補助員 １，０１８ 

別表備考第２項中「第２６号」を「第２７号」に、「第２８号」を「第２９号」に改める。 

附 則 



（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日（次項において「施行日」という。）から施行し、改正後の大和市立病

院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則（以下「改正後の規則」という。）附

則第２項の規定は、令和２年４月１日（次項において「適用日」という。）から適用する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に大和市立病院に勤務する事務補助員として任用された会計年度任用職員は、改正後

の規則別表第７号の病院事務補助員として任用されたものとみなす。この場合において、当該会

計年度任用職員には、改正後の規則附則第２項の規定を適用日から適用する。 

 （報酬等の内払） 

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大和市立病院の会計

年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則又は大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例施行規則（令和２年大和市規則第１２号）の規定に基づき支給された

報酬等は、改正後の規則の規定に基づく報酬等の内払とみなす。 


